
規
則
第
四
条
第
四
号
に
規
定

す
る
分
別
基
準
適
合
物

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
イ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ロ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ハ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ニ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
九
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ホ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
五

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
九
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
ト
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇

規
則
別
表
第
二
の
四
の
項
の
下
欄
の
チ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
三
五

規
則
第
四
条
第
五
号
に
規
定

す
る
分
別
基
準
適
合
物

規
則
別
表
第
二
の
五
の
項
の
下
欄
の
イ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
九
〇

規
則
別
表
第
二
の
五
の
項
の
下
欄
の
ロ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇

規
則
別
表
第
二
の
五
の
項
の
下
欄
の
ハ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
九
五

規
則
第
四
条
第
六
号
に
規
定

す
る
分
別
基
準
適
合
物

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
イ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
五

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ロ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
〇

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ハ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
九
五

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ニ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
七
〇

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ホ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
五

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ヘ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
ト
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
八
五

規
則
別
表
第
二
の
六
の
項
の
下
欄
の
チ
に
掲
げ
る
業
種

一
〇
〇
分
の
五
〇

告

示
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第
二
の
一
中
「
第
六
十
一
条
の
五
」
の
下
に
「
、
第
六

十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
、「
第
六
十
一

条
の
十
四
」
の
下
に
「
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
六
」

を
、「
第
六
十
一
条
の
十
七
第
二
項
」
の
下
に「（
第
六
十
一

条
の
二
十
三
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。）」
を
加
え
、
第
二
の
二
中「
第
六
十
一
条
の
十
九
」

の
下
に
「
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
八
第
三
項
、
第
六

十
一
条
の
二
十
三
の
十
二
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
十

四
」
を
加
え
、
第
二
の
三
中
「
第
六
十
一
条
の
十
七
第
一

項
」
の
下
に「（
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
十
の
規
定
に

よ
り
準
用
さ
れ
る
揚
合
を
含
む
。）、
第
六
十
一
条
の
二
十

三
の
八
第
一
項
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
十
一
第
一
項

及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
第
二
の
四
中
「
並
び
に
第
五
十

五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
並

び
に
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
第
二
の

五
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六

十
一
条
の
二
十
三
の
七
第
四
項
」
を
加
え
、
第
二
の
七
中

「
第
六
十
一
条
の
二
十
」
の
下
に
「
、
第
六
十
一
条
の
二

十
三
の
十
五
」
を
加
え
、
第
二
の
九
中
「
第
六
十
一
条
の

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
経
過
措
置
）

２

法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
に
係
る
平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
再
商

品
化
義
務
量
の
再
商
品
化
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
中
「
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に
」
と
あ
る

の
は
、「
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
十
一
年
厚

生

省

通
商
産
業
省
令
第
一
号
。以
下「
平
成
十
一
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。）施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す

る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

規
則
第
四
条
第
四
号
及
び
第
六
号
の
分
別
基
準
適
合
物
に
係
る
平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の

再
商
品
化
義
務
量
の
再
商
品
化
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
中
「
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
末
日
ま
で
に
」
と

あ
る
の
は
、「
平
成
十
一
年
改
正
省
令
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚

生

省

通
商
産
業
省
令
第
二
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
規
定
に

基
づ
く
市
町
村
長
の
申
出
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日

厚
生
大
臣

丹
羽

雄
哉

通
商
産
業
大
臣

深
谷

ø
司

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村

長
の
申
出
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
長
の

申
出
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
厚

生

省

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中「（
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
都
知
事
）」を
削
り
、
同
項
第
一
号
中「（
特
別
区
の
存
す
る
区
域

に
お
い
て
は
、
都
）」を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
理
府
告
示
第
四
十
六
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
七

十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
原
子
力
研

究
所
法
第
三
十
八
条
の
三
等
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理

大
臣
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
す
る
告
示
（
昭

和
四
十
二
年
八
月
一
日
総
理
府
告
示
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

〇
外
務
省
告
示
第
五
百
三
号

日
本
国
政
府
は
、
平
成
十
年
十
二
月
四
日
に
ウ
ィ
ー
ン

で
署
名
さ
れ
た
「
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
第
三

条
１
及
び
４
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国

際
原
子
力
機
関
と
の
間
の
協
定
の
追
加
議
定
書
」
の
効
力

発
生
の
た
め
の
日
本
国
の
法
律
上
及
び
憲
法
上
の
要
件
を

満
た
し
た
旨
を
、
平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日
に
国
際
原

子
力
機
関
に
通
告
し
、
同
機
関
は
同
日
に
こ
の
通
告
を
受

領
し
た
。
よ
っ
て
、
同
議
定
書
は
、
そ
の
第
十
七
条
の
規

定
に
従
い
、
同
日
に
効
力
を
生
じ
た
。

平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日外

務
大
臣

河
野

洋
平

十
」
を
「
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
、
第
六
十
一
条

の
十
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
、
第
六
十
一
条
の
二

十
三
の
七
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
八
条
第
五
項
及
び
第
七

項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
二
項
及

び
第
十
三
項
」
に
改
め
、「
第
六
十
一
条
の
二
十
一
」
の
下

に
「
、
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
十
六
」
を
加
え
、
第
二

の
十
中
「
要
請
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
一
条
の
二
十
三

の
七
第
一
項
の
実
施
指
示
書
の
交
付
」
を
加
え
、
第
二
の

十
一
中
「
第
六
十
一
条
の
二
十
二
」
の
下
に
「
、
第
六
十

一
条
の
二
十
三
の
十
九
」
を
加
え
、
第
二
の
十
二
中

「
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」

を「（
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
準
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
六
十
七
条
第
一
項
、第
二
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項
ま
で
及
び
」
に
改
め
、
第
二
の
十
三

中
「
、
第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を

「（
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
準
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四

項
ま
で
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
第
二
の

十
四
中
「
第
六
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
十

項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

œ�


